
議 第 ２ 号

市街化調整区域内の開発行為について、次のように本会に付議された。

令和５年７月27日

静岡県開発審査会会長

藤 都 第 4 7 号

令和５年６月20日

静岡県開発審査会会長 様

(処分庁) 藤枝市長 北村 正平

市街化調整区域内の開発行為について（付議）

このことについて、都市計画法第34条第14号の規定により、次のように開発審査会

に付議します。














